
 

 

 

 

令和７年度 第２３回 大石田町農業委員会総会議事録 

 

 

招集通知年月日  令和７年４月２５日 

開 催 日 時  令和７年４月２５日（金）午後４時００分～午後４時４７分 

開 催 場 所  大石田町役場３階 大会議室 

出 席 者 数  農業委員 １２名  推進委員 ６名 

欠 席 者 数  農業委員  ２名  推進委員 ２名 

出 席 委 員  会長 青木 忠弘 

         会長職務代理 遠藤 史夫 

 

◎農業委員 

  1番 工藤秀春   2番 齊藤 誠   3番 榎本義篤 

4番 星川奈穂   6番 土屋隆志   7番 髙橋 勉     

9番 井上和巳  10番 髙橋 肇  11番  笹原 剛   

12番 三浦清孝 

         ◎推進委員 

            2番 奥山彦也  3番 武田 実   4番 伊藤 強   

5番 早坂 健  6番 芳賀富弥     8番 佐々木義一 

 

 

 ≪出席事務局職員≫ 

             事 務 局 長    八鍬 誠 

             事務局 主 査    横山達也 

             行 政 専 門 員    鈴木 太 

               

 

 

 

 

 

◎出席者全員で農業委員会憲章朗唱を行う。 

 

  



 

 

総 会 の 経 過 と 結 果 

◇午後４時００分◇ 

■会長 

大石田町農業委員会会議規則第６条第１項により開会を宣した。 

■会長 

会長挨拶を行う。 

■議 長 

大石田町農業委員会会議規則第５条第２項により議長となり進行する。 

大石田町農業委員会会議規則第１６条第２項に必要な議事録署名人の選任方法について委員に諮

ります。 

（議長一任の声あり） 

６番 土屋委員、７番 髙橋委員にお願いしたいと思います。 

本日の欠席委員は５番 伊藤委員、８番 小内委員、髙橋推進委員、佐藤推進委員です。 

次に、４．業務報告を事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

４．業務報告について説明をする。 

■議 長 

ただ今の事務局の説明ですが、皆さんの方から何かありましたらお願いします。 

（質問なし） 

ないようでありますので議事に入りたいと思います。 

第５８号議案「農地法第３条による許可申請について」事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

第５８号議案「農地法第３条による許可申請について」説明をする。 

■議 長 

それでは、１号案件から２号案件は地元委員に意見を求めます。 

■３番委員 

１番目の人は隣の人です。この人は農家やっておりまして、それで作りたいということで問題はないと

思います。 

２番目は親子関係です、名義変更ということで、譲渡ということで問題ないと思います。 

■議 長 

３号案件は私から説明したいと思います。これは、２月末で○○さんとの契約を解除したということで

○○さんに返したんですけども、農業者年金の関係で息子さんに譲渡したという、生前贈与という、そう

いう形にしたということですのでよろしくお願いします。 

それでは皆さんにお伺いしたいと思います。意見や質問などありましたらよろしくお願いします。 

■６番委員 

この２ページの議案書ですけども、受渡人、譲受人の年齢を以前から表示するとなっていたんですけ

ども４月からしなくなったのか、そのへんをよろしくお願いします。 

■事務局 

ご指摘ありがとうございます。こちら年齢は入れる、省略はしておりません。漏れてしまいましたので今

この場で申し上げます。１番の○○さんは○○歳、受人の○○さんは○○歳です。２番の○○さんは○

○歳、○○さんは○○歳。３番目の○○さんは○○歳、○○さんは○○歳であります。 

■議 長 

その他何かありますか。 

（意見なし） 



 

 

ないようですので、挙手をもって皆さんの賛成を求めます。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

続いて、第５９号案件「非農地証明願いについて」事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

第５９号案件「非農地証明願いについて」説明をする。 

■議 長 

それでは、５９号案件につきましては地元委員に意見を求めます。 

■１番委員 

先ほど経過報告にもありましたように、４月１０日の日に推進委員と事務局と３人で現地確認をし、写

真は１８ページから載っているとおりです。既に、申請にあるように２０年以上耕作されていない土地で、

重機等を入れたりしないとさすがに本来の田んぼ、畑といった部分の耕作はできない状況になっており

ました。周りにも他の所有者の同様の雑木林の状態になっているところが散見される状況にあります。 

今、農振区域内での取扱いについて非農地証明を出せるのかということで自分なりに疑問でしたけど

も、本当であれば農振農用地区域については非農地証明の対象にしないことになっていたのですけど

も、今事務局から説明あったような形で確認しているとすれば、非農地証明は妥当ではないのかなと思

っております。皆さんからの意見等でご審議をお願いしたいと思います。 

■議 長 

それでは、皆さんの意見や質問などありましたらよろしくお願いします。 

■１３番委員 

申請人の住所、氏名がありますが、この方は元々大石田の方でしょうか。多分そうかなと、先代でと申

請理由にあるので元々大石田の方かという気がしますが、どうでしょうか。 

■事務局 

元々は岩ケ袋の方です。 

■議 長 

その他に。 

■６番委員 

農業委員として非農地証明を出すのはなかなか、許可するのはなかなか難しい関係ですけども、２０

年間どうして耕作できなかったのか、その理由が分かったら教えてもらえないですか。 

■事務局 

申請にありますとおり、先代の親父さんの方でもうやめたと。○○さん自身が病気で継いでいないとい

うところでございます。 

■議 長 

その他にありませんか。 

（意見なし） 

なかったら、挙手をもって皆さんの賛成を求めます。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、第６０号議案「令和７年度 大石田町農業委員会活動計画について」事務局より説明をお願い

します。 

■事務局 

第６０号議案「令和７年度 大石田町農業委員会活動計画について」説明をする。 

■議 長 

ただ今の事務局の説明について、皆さんより何かありましたらお願いします。 



 

 

■９番委員 

年間の日程表が裏面にございますが、本日欠席者３名、４名ほどいますけども、ご存じの通り今繁忙

期でありまして、２５日っていうのが非常に、常に引っかかるの。４月２５日、５月２５日、７月、９月か。その

へん日程的に１０日とか１５日とかにできないものか。お伺いしたいのですが。 

■事務局 

特に法令で決まっている時期ではないようですが、県内では、２つの市で月初めという話は聞いてお

ります。こちらも見直す検討はできるかと思いますけども申請の受付時期もずれてくると。そういった影響

も検討が必要かと思います。 

■９番委員 

これも議会の承認か。 

■事務局 

町の議決事項ではなかったと思います。 

■議 長 

議決の方の影響はないと思うけども、ただ、受付の方が１０日までの締め切りにしていたやつが月の

初めにもってくると次の月に繰り越してしまうという形がでてくる。 

■９番委員 

私個人の意見なので、皆さんの話伺わないと分からない。４月、５月の２５日って常に忙しい。種まき、

田植え、あと７月はすいか、９月は今度稲刈り。そこを１０日、１５日にするとだいぶ違うと思う。 

■６番委員 

農業委員会の申し合わせ事項で、２番目の総会の開催は原則１日とする、定例総会は毎月２５日の

午前１０時（土曜、日曜の場合は後日）とし、特別な事情がある場合は会長が別に定めるとなっておりま

すので変えてもいい場合もあるっていうことで。 

■議 長 

これは申し合わせ事項だから、どうしてものときは農業委員会の方と相談してもらえればと思います。

その他にありませんか。 

（意見なし） 

次に、７．その他について事務局よりお願いします。 

■事務局 

７．その他について説明をする。 

■議 長 

皆さんの方から報告か何かありましたら。 

■１３番委員 

最近毎回欠席の方が数名おりますが、会議規則では「委員は事故のために総会に主席できないとき

は」ということで、事故、なんらかの病気とかですね、いろんな事故と言われる類があるといますが、ちなみ

に今まで欠席なされる方でただ欠席というのか、それとも全員が今日はこういうことでどうしても無理だと

いうことで欠席ということで事前に報告あったのか。ただ欠席という方もいらっしゃるのか。これは推進委

員の方にも受容される内容で、３年任期の内にただ今日は都合悪いという感じで欠席ずっとされている

方であれば問題かなという気がするので、そのへんの扱い方も今後考えていかなきゃならないと思いま

す。今までの欠席の状況だけ、把握している段階で教えてもらえればと思います。事故というか病気、け

が等は仕方のないことと思いますが、ただ忙しくてというのは理由にならないと思うので。もし状況分かれ

ば簡単に結構なので教えていただければと思います。 

■事務局 

事前のお断りはもちろんあり、理由は健康面とか家庭の都合などの簡単な理由は伺っております。突

っ込んだ話は実際聞いてないです。確かに忙しいという理由もあったようですので、こちらは公務の方を



 

 

来ていただくように、そういった話はしております。 

■議 長 

確かに公務ですので、忙しいという理由はちょっとまずいかなとは思います。 

■１３番委員 

今おっしゃったとおりで、委員の方は年間報酬を町から支給されていて、当然いろいろなそれぞれの

業務があるわけなので、これからも任期はありますので、この面をもっと厳格化してほしいと。例えば、欠

席する場合は規則にあるようにきちんと理由を付してということで。ただ忙しいというのでは駄目だという、

書き方はいろいろあるが一筆啓上して皆さんに出席するように促したらどうかなということです。 

■議 長 

その他にありませんか。 

（意見なし） 

なければこのへんで閉会したいと思います。 

 

以上会議の顚末を記し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

令和７年４月２５日  

 

 

第２３回農業委員会総会       議 長                
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